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佐川町立小中学校照明ＬＥＤ化業務　公募型プロポーザル実施要領 

 

1. 目的 

本要領は、「佐川町立小中学校照明ＬＥＤ化業務」（以下「本業務」という。）の受託候補者

を、公募型プロポーザル方式（以下「本プロポーザル」という。）により選定するに当たり、

必要な事項を定めることを目的とする。 

 

2. 背景 

「水銀に関する水俣条約」により、令和９年末までに一般照明用蛍光ランプの製造・輸出

入が廃止されることから、残存する蛍光灯器具を令和９年度までに更新することが喫緊

の課題となっている。あわせて、佐川町（以下「本町」という。）は「佐川町２０５０ゼロカー

ボンシティ宣言」に基づき、令和１２年度に二酸化炭素排出量を平成２５年度比５０％以上

削減することを目標に脱炭素施策を推進している。 

これらの課題に対し、多額の初期投資を要する照明更新を短期間かつ効率的に実施す

るため、民間事業者のノウハウを活用した賃貸借方式を採用し、ＬＥＤ化に必要な施工と

長期的な維持管理を一体的に行うことにより、本町の小中学校における学習環境の向上、

二酸化炭素排出量の削減及び維持管理負担の軽減を図るものである。 

 

3. 業務概要 

(１) 業務名 

佐川町立小中学校照明ＬＥＤ化業務 

(２) 業務内容 

別紙１「佐川町立小中学校照明ＬＥＤ化業務仕様書」のとおりとする。 

(３) 契約方式 

賃貸借（リース）方式とする。 

(４) 業務期間 

ア 施工 

契約締結日の翌日から引渡日を含む月末まで（最長で令和９年３月３１日まで）

とする。 

イ 賃貸借開始・維持管理 

引渡日の翌月１日から起算して１２０か月後の属する月の末日まで（最長で令和

１９年３月３１日まで）とする。 

(５) 対象施設 

 Ｎｏ． 名称 所在地

 １ 黒岩小学校 高岡郡佐川町黒原４８２

 ２ 佐川小学校 高岡郡佐川町乙２１６６
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4. 予算（見積限度額） 

金 143，760 千円（税抜） 

※本事業は、令和８年度から令和１８年度までの期間を対象とするリース事業を想定し

ており、上記金額は当該期間全体の見積限度額を示すものであり、契約額ではない。　 

なお、本事業の実施に必要な各年度における予算措置については、今後、町議会の

議決を要するものである。 

※本プロポーザル手続は、本町の令和８年度当初予算成立を前提とした年度開始前か

らの準備手続きであり、予算成立後に効力を生ずる事業であるため、本町議会にお

いて当初予算案が否決された場合又は本業務の履行が不可能な程度まで本業務に

係る予算が減額された場合は、契約を締結しない。当該減額が本業務の履行が可能

な範囲にとどまる場合は、別途候補者と協議を行うものとする。この場合における

協議は、仕様書に定める要求水準を維持した上で、対象範囲の一部縮小又は工程の

見直し等により予算の範囲内とする方法について検討するものとし、仕様水準の低

下を伴う変更は行わない。 

 

5. 選定方法 

本業務を行う受託者（以下「候補者」という。）は、公募型プロポーザル方式により選定

する。 

 

6. 応募手続き・スケジュール 

(１) 全体スケジュール 

 ３ 佐川中学校 高岡郡佐川町甲１９３６−１

 ４ 斗賀野小学校 高岡郡佐川町中組７７

 ５ 尾川小中学校 高岡郡佐川町本郷耕１８８４

 内容 日程 備考

 本 プ ロ ポ ーザ ル の 公

示、実施要領等の配布、

実施要領等に関する質

問受付開始

令和８年３月２４日（火） ホームページで公開、

参加申込受付開始

 実施要領等に関する質

問書の提出期限

令和８年３月３０日（月） 電子メール

 実施要領等に関する質

問の回答期限

令和８年４月１日（水） 一括してホームページ

で公開

 参加表明書の提出期限 令和８年４月３日（金） 持参又は郵送

 第一次審査（参加資格 令和８年４月６日（月） 電子メールで通知
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(２) 現地見学 

第一次審査において参加資格を認められた者のうち、参加表明書の提出時に現地

見学を希望した者を対象として、事務局が指定する同一日時に一斉の現地見学を実

施する。現地見学を希望する者は、参加表明書に現地見学希望届（様式７）を添付し、

事務局へ提出すること。 

第一次審査の結果、参加資格を認められた者に対してのみ、施設管理者と調整の

うえ確定した見学時間等の詳細を電子メールにより通知する。 

なお、現地見学に当たっては施設管理者の指示に従うこと。また、現地見学中の口

頭での質問は受け付けない。 

ア 受付期間 

本プロポーザルへの参加表明書の提出期限まで（令和８年４月３日（金）） 

イ 対象施設 

黒岩小学校、佐川小学校、佐川中学校、斗賀野小学校、尾川小中学校 

ウ 見学日時 

令和８年４月７日（火） 

※午前９時に佐川町文化センターに集合し、各学校へ向かう。 

(３) 関係書類の閲覧 

応募者は、対象施設における別紙２「施設別照明リスト」、別紙３「実施設計図」（以

下「関係書類」という。）を事務局窓口において閲覧することができる。閲覧を希望す

る者は、閲覧希望日時及び担当者名を明記した電子メールを事務局へ送付すること。

事務局において受信を確認後、閲覧可能日時を電子メールにより通知する。 

また、関係書類については紙媒体での閲覧のほか、希望者に対し電子データ（ＰＤＦ

 審査）の結果通知

 企画提案書等に関する

質問受付開始

令和８年４月６日（月） 企画提案書の受付開

始

 企画提案書等に関する

質問書の提出期限

令和８年４月１３日（月） 電子メール

 企画提案書等に関する

質問書の回答期限

令和８年４月１６日（木） 一括してホームページ

で公開

 企画提案書の提出期限 令和８年４月３０日（木） 持参又は郵送

 第二次審査（プレゼンテ

ーション）

令和８年５月８日（金） 詳細については別途

通知

 第二次審査結果の通知 令和８年５月１２日（火） 電子メールで通知 

 契約締結 令和８年５月下旬
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形式）により提供する。この場合、提供を受けた関係書類の取扱いについては、本プ

ロポーザルにおける企画提案書作成の目的のみに使用するものとし、第三者への提

供・転用を行ってはならない。 

なお、関係書類と現況が異なる可能性があることに留意し、必要に応じて現地見

学等により確認すること。 

ア 受付期間 

令和８年３月２４日（火）から令和８年４月２３日（木）まで 

イ 閲覧可能期間 

令和８年３月２５日（水）から令和８年４月２４日（金）まで 

※土日祝日は除く。午前９時から午後５時まで。 

ウ 第一次審査結果による取扱い 

第一次審査において、参加資格を満たしていない旨の通知を受けた者について

は、令和８年４月８日（水）以降の関係書類の閲覧を認めない。 

 

7. 参加資格 

(１) 参加者 

ア 本業務を行う能力を有する単独企業又は複数企業で構成される共同企業体（以

下「共同企業体」という。）とする。共同企業体を構成する企業は、単独で参加す

ることはできない。また、他の共同企業体の構成員となることもできない。 

イ 共同企業体で応募する場合は、その構成員を全て明らかにしたうえで、（２）に

示す各構成員の役割を分担することとし、各役割を担う構成員は（３）に示す役

割ごとの資格要件を満たさなければならない。構成員のうち統括役割を担う構

成員を代表企業とする。 

(２) 参加者及び構成員の役割 

ア 統括役割 

本町との対応窓口となり、協議及び契約等諸手続を行い、本業務遂行の責を負

う。また、契約内容に関する代表権を有する。 

イ 施工役割 

施工に関する業務を担う。 

ウ 維持管理役割 

維持管理に関する業務を担う。 

エ その他の役割 

上記ア～ウ以外の本業務に必要とされる業務を担う。 

(３) 参加者の要件 

参加者は、次に掲げる要件を満たしている必要がある。特に定めがない限り、構成

員全てが満たすものとする。なお、構成員が以下の項目のうちいずれか１項目でも該
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当しないことが判明した場合は、契約を締結しないか、又は締結した契約を取り消す

ことがある。 

ア 統括役割を担う者は、本町の令和７・８年度入札参加資格を有している者である

こと。 

イ 統括役割を担う者は、高知県内に本店又は支店若しくは営業所等を有し、本業

務に係る適正な業務主任者を配置できること。 

ウ 統括役割を担う者は、公示の日から起算して過去５年以内に、高知県内の公共

施設における照明ＬＥＤ化リース事業又はこれと同等の照明設備更新事業（ＥＳ

ＣＯ事業を含む。）の契約実績（元請けの場合に限る。）を有し、かつ当該実績に

おける更新対象灯数が本業務における更新対象灯数以上であること。 

エ 施工役割を担う者は、建設業法に基づく電気工事業の特定建設業又は一般建

設業の許可を有し、令和７・８年度高知県入札参加資格者名簿（建設工事）の登

録区分が電気工事であり、格付がＡ又はＢであること、また、高知県内に本店又

は支店若しくは営業所等を有する者１者以上で構成すること。さらに、同法第２

６条の規定に基づき、電気工事業に係る監理技術者又は主任技術者を配置する

こと。 

オ 共同企業体は、構成員等の選定についても、本町に主たる事務所（本店又は支

店若しくは営業所等）を有する者（以下「地元企業」という。）を優先するなど、本

町への経済波及効果に資するよう配慮すること。 

カ 次のいずれの項目にも該当しないこと。 

① 契約を締結する能力を有しない者。 

② 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号のい

ずれかに該当すると認められる者及びその者を代理人、支配人、その他使

用人として使用する者。ただし、その事実があった後３年を経過した者につ

いては、この限りでない。 

③ 公示日から契約締結日までの期間に、本町の入札参加停止措置を受けて

いる者。 

④ 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又は第１９条の規定による破産手

続開始の申立て（同法附則第３条に規定する申立てを含む。）、会社更生法

（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立て

（同法附則第２条に規定する申立てを含む。）又は民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申立てがなされている

者。ただし、更生手続開始決定又は更生計画の認可決定がなされている場

合は、この限りではない。 

⑤ 参加表明書の提出時点において、本店又は高知県内に所在する営業所等

に係る都道府県税、消費税及び地方消費税を滞納している者。 
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⑥ 銀行取引停止処分を受けている者。 

⑦ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団その他反社会的団体である者又はそれらの

構成員が行う活動へ関与が認められる者。 

⑧ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者。 

 

8. 参加表明書の提出 

(１) 提出期限 

令和８年４月３日（金）午後５時まで 

(２) 提出場所 

「２０．　事務局」に同じ 

(３) 提出方法 

持参又は郵送とする。持参の場合は、土日祝日を除く午前９時から午後５時までに事

務局へ提出すること。郵送の場合は書留郵便に限り、封筒に「参加表明書在中」と朱

書きし、提出期限までに事務局必着とすること。なお、データを保存した電子媒体（Ｃ

Ｄ－Ｒ）の提出を追加で求める場合がある。 

(４) 提出書類 

提出書類は次のとおりとし、日本産業規格によるＡ４判縦長で片面印刷とすること。

共同企業体による応募の場合は、エからオまでについて構成員ごとに提出すること。 

ア 参加表明書【様式１】 

イ 共同企業体協定書兼委任状【様式２】 

共同企業体で参加の場合は提出すること。 

ウ 業務実績書【様式３】 

業務実績が分かる契約書等の写し（証明できる部分のみの写しで良い。）を添付

のこと。 

エ 会社概要書【様式４】（全ての構成員が提出すること。） 

オ 納税証明書（全ての構成員が提出すること。） 

国税については、納税証明書その３の３（法人税、消費税及び地方消費税の未納

でないことの証明）を提出すること。 

都道府県税については、本店又は高知県内に所在する営業所等に係る都道府

県税に未納がないことを証する納税証明書（滞納処分未済額がない旨の証明等）

を提出すること。 

いずれも提出日より３か月以内に発行されたもので、写しでも可とする。 

カ 現地見学希望届【様式７】 

(５) 提出部数 

各１部 
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9. 質問受付及び回答（実施要領・仕様書に関して） 

実施要領・仕様書の内容に関し質問がある場合は、所定の質問書を提出すること。 

(１) 提出期限 

令和８年３月２４日（火）から令和８年３月３０日（月）午後５時まで 

(２) 提出場所 

「２０．　事務局」に同じ 

(３) 提出方法 

質問事項を記載した質問書（様式８）を、電子メールにより事務局へ提出すること。電

子メールで提出した場合は、提出後に事務局へ電話により受信確認を行うこと。共

同企業体で参加する場合は、統括役割を担う構成員が各構成員の質問を取りまとめ

て提出すること。 

(４) 回答 

令和８年４月１日（水）午後５時までに全ての質問に対する回答を、ホームページに一

括して掲載する（質問者名等は公表しない。）。なお、提出期限までに到着しなかった

質問に対しては回答しない。また、回答に対する再質問は原則受け付けない。 

 

10. 第一次審査（参加資格審査） 

参加表明書の提出書類に不備等がないか審査し、応募者全員に対し、第一次審査（参加

資格審査）の結果を通知する。なお、審査結果に係る電話等での問合せには応じないもの

とする。 

また、結果に対して異議を申し立てることはできない。ただし、参加資格を満たさなか

った者に対しては、その理由の説明を求める場合は、通知日の翌日までにその旨を記載し

た書面を持参又は電子メールにより提出すること。その回答は、提出期限日の翌日から

起算して５日（町の閉庁日を除く。）以内に、電子メールにより通知する。 

 

11. 企画提案書の作成・提出 

第一次審査において、参加資格を満たし、参加について受け付けた旨の通知を受けた

応募者のみが対象となる。対象者は、「１２．企画提案書類・作成要領」に従い、企画提案書

を作成すること。 

(１) 提出期限 

令和８年４月３０日（木）午後５時 

(２) 提出場所 

「２０．　事務局」に同じ 

(３) 提出方法 

持参又は郵送とする。持参の場合は、開庁日の午前９時から午後５時までに事務局
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へ提出すること。郵送の場合は書留郵便に限り、封筒に「企画提案書在中」と朱書き

し、提出期限までに事務局必着とすること。なお、データを保存した電子媒体（ＣＤ－

Ｒ）の提出を追加で求める場合がある。 

(４) 提出部数 

正本　：１部 

副本　：４部（副本は写しでも可とする。） 

 

12. 企画提案書類・作成要領 

(１) 提出書類 

表紙を企画提案書提出届（様式５）として、次に掲げる書類を提出するものとする。 

ア 企画提案書提出届（様式５） 

イ 提案書（任意様式） 

本要領及び仕様書の内容を踏まえ、本業務の実施に当たっての基本方針、提案

全体の概要、本業務の工程表及び業務体制表を記載するとともに、創意工夫し

ている点を記載すること。あわせて、電力使用料金や二酸化炭素排出量の削減

に係る事業効果及び独自の提案があれば具体的に記載すること。 

ウ 業務実績書 

「８．　参加表明書の提出」で作成したものと同じものを添付すること。 

エ 使用照明器具提案書（任意様式） 

使用照明器具については、対象施設の照明設備状況を踏まえ、別紙３「実施設

計図」に沿う形で選定すること。これらを確認できる機器仕様図等を添付し、主

な照明器具の選定理由や特徴（生産体制、供給体制及び器具仕様に関する説明

等）を記載すること。 

オ 施工・廃棄計画書（任意様式） 

品質管理、安全管理、緊急時対応等の施工計画及び既設照明器具等の処理方法

に関する廃棄計画を記載すること。また、工程管理、施設管理者との調整等の

施工管理に関する内容を記載すること。 

カ 維持管理等提案書（任意様式） 

照明設備の保守に関する維持管理計画を記載すること。不具合発見又は通報時

のサポート体制、その他緊急時対応に関する考え方を記載すること。あわせて、

コスト削減及びサービス水準向上の観点からの工夫があれば記載すること。 

キ 見積書（様式６） 

仕様書に記載された要求要件を満たした見積書（様式６）を提出すること。見積

額は、本業務に係る月額賃貸借料（税抜）に１２０を乗じて得た金額を記載し、当

該金額が見積限度額（税抜）を超えてはならない。超えた場合は失格とする。 

(２) 留意事項 
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ア 事業効果の算定（電力使用料金や二酸化炭素排出量の削減）においては、次の

試算条件を適用すること。 

① 電気料金単価　：２８円／ｋＷｈ（税込、燃料調整費及び再生可能エネルギー

発電促進賦課金を含む） 

② 年間点灯時間　：教室・校長室・職員室　１，６００時間、特別教室・体育館・グ

ラウンド・外灯　８００時間、玄関・ポーチ・廊下・階段　４００時間、トイレ・倉

庫・更衣室・給湯室・放送室　２００時間、非常灯　０時間 

③ ＣＯ２排出係数　：０．４５７ｋｇ－ＣＯ２／ｋＷｈ 

イ 企画提案書の提出は１案までとし、複数案の提出は認めない。また、１案の中に

複数パターンの内容が含まれる提案も認めない。 

ウ 企画提案書の作成に当たって、用紙サイズは日本産業規格によるＡ４判縦長を

基本とし、ページ番号を付すこと。一部、日本産業規格によるＡ３判横長の使用

も認めるが、その場合は三つ折りにして綴ること。印刷は片面印刷とし、カラー

印刷も認める。 

エ 企画提案書は正確かつ簡潔な内容とし、過大なものとならないよう留意するこ

と。文書の補完のための写真、イラスト等を用いることも可とする。 

オ 言語は日本語、通貨単位は円とすること。 

カ 副本は、会社名をアルファベット表記とするなど特定できない表現で記載する

必要はなく、正本と同様に記載してよい。 

キ 提出後の差替、修正、追加等は認めない。ただし、審査委員会からの要請があっ

たものについてはこの限りではない。 

 

13. 質問受付及び回答（企画提案書等の提出に関して） 

実施要領・仕様書の内容や企画提案書等の提出に関し質問がある場合は、所定の質問

書を提出すること。 

(１) 提出期限 

令和８年４月６日（月）から令和８年４月１３日（月）午後５時まで 

(２) 提出場所 

「２０．　事務局」に同じ 

(３) 提出方法 

質問事項を記載した質問書（様式８）を電子メールにより事務局へ提出すること。電

子メールで提出した場合は、提出後に事務局へ電話により受信確認を行うこと。共

同企業体で参加する場合は、統括役割を担う構成員が各構成員の質問を取りまとめ

て提出すること。 

(４) 回答 

令和８年４月１６日（木）午後５時までに、全ての質問に対する回答をホームページに
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一括して掲載する（質問者名等は公表しない。）。提出期限までに到着しなかった質

問には回答しない。また、回答に対する再質問は原則受け付けない。 

 

14. 第二次審査（プレゼンテーション審査） 

提出された企画提案書について、プレゼンテーション形式で審査を実施する。 

(１) 日時（予定） 

令和８年５月８日（金） 

(２) 場所（予定） 

〒７８９－１２０１　高知県高岡郡佐川町甲３５６－２ 

佐川町総合文化センター　２階　大研修室 

(３) その他 

ア プレゼンテーションへの参加人数は、応募者から３名以内とし、実際に業務を受

託した際に主として担当する者を出席させること。 

イ 審査の順番は、原則として企画提案書の受付順とする。 

ウ 審査時間は、１応募者当たり４０分以内（原則として、プレゼンテーションで３０

分以内及び質疑応答１０分以内）とする。 

エ プレゼンテーションは、提出した企画提案書をもとに行うものとする。 

オ 審査は個別に行い、非公開とする。 

カ 開始時間等の詳細は、電子メールにより後日連絡する。 

 

15. 審査の実施 

(１) 町財務規則に定めるもののほか、本実施要領により候補者を選定する。 

(２) 候補者については、審査委員会を設置し、選定審査を行う。 

(３) 審査委員会は、選定審査において、企画提案書を提出した者の中から候補者と次点

者を選定する。 

 

16. 選定審査基準等 

(１) 候補者を選定するための審査基準は、別添２「選定審査基準」のとおりとする。 

(２) 候補者の選定にあたっては、審査委員会において審査委員の評価採点を合計して平

均点を算出し、これに価格評価の点数を加えたものを評価点とする。評価点の最も

高い候補者を優先交渉権者として決定する。 

(３) 審査の結果、同点により２者以上が最高得点者となった場合は、価格評価の点数の

高い業者を選定するものとし、価格評価の点数も同じである場合は審査委員会が各

委員に諮り、選定するものとする。 

(４) 応募者が１者であっても選定審査を実施することとし、評価点が６０点を超える場合

には候補者として選定する。 



11

17. 選定結果の通知 

選定結果は、審査後、応募者全員に速やかに電子メールにより通知するとともに、決定

された優先交渉権者及び審査結果（決定された優先交渉権者以外は匿名とする）をホー

ムページにおいて公表する。なお、審査結果に係る電話等での問合せには応じないものと

する。 

また、結果に対して異議を申し立てることはできない。ただし、優先交渉権者として決

定されなかった応募者で、その理由の説明を求める場合は、通知日の翌日までに、その旨

を記載した書面を持参又は電子メールにより提出すること。その回答は、当該書面の提出

日の翌日から起算して５日（町の閉庁日を除く。）以内に、電子メールにより通知する。 

 

18. 契約締結 

町及び候補者は、仕様書及び候補者の企画提案書に基づき詳細を協議し、この協議が

整った場合には、本業務に係る賃貸借（リース）契約の締結を行う。協議に当たっては、選

定審査において評価の対象となった提案内容（実施体制、事業効果等）の水準を原則とし

て低下させないものとし、仕様書に定める要求水準を下回る変更は行わない。 

なお、協議が不調に終わった場合や、失格要件の事項に該当する場合には、次点者と交

渉する場合がある。 

 

19. その他の留意事項 

(１) 著作権等に関する事項 

ア 企画提案書等の著作権は原則として各応募者に帰属する。ただし、採用した企

画提案書等の著作権は町に帰属する。 

イ 応募者は、町に対し、企画提案書は応募者が創作したこと、並びに第三者の著

作権、著作人格権及びその他特許権、商標権を含むいかなる知的財産権をも侵

害するものではないことを保証するものとする。 

ウ 企画提案書の利用について、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じた

ときは、応募者は、自己の費用及び責任においてこれを解決するものとし、かつ

町に何らかの損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。 

エ 提出された企画提案書やその他本プロポーザルの参加に伴い提出された書類

について、町情報公開条例に基づき公開請求があったときは、同条例の定める

ところにより公開する場合がある。 

(２) 失格要件 

ア 選定審査において次のいずれかに該当すると判明した場合は、提出書類を受け

付けず、もしくは評価をせず、又は候補者としての選定を取り消すものとする。 

イ 提出書類が、提出方法、提出先及び提出期限に適合しない場合 

ウ 参加資格を満たしていないことが判明し、又は満たさないこととなった場合 
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エ 提案書類に虚偽の記載をしたことが判明した場合 

オ 審査委員会又は関係者に直接、間接を問わず選定審査に関して不正な接触又

は要求をした場合（選定審査に必要な手続きは除く） 

カ 審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合 

キ 提出した企画提案書の内容が仕様書の水準を満たしていないことが明らかで

あると認められる場合 

ク その他、審査委員会が不適切と判断したとき 

(３) その他 

ア 本プロポーザルの参加のために得た資料については、企画提案書作成の目的

以外に使用してはならず、第三者に公開、提供してはならない。 

イ 本企画提案に係る一切の費用は、参加者の負担とする。 

ウ 提出書類は返却しない。 

エ 提出書類は記載された内容の変更は認めない。 

オ 提出書類は、選定審査に必要な範囲において、複製を作成することがある。 

カ 提出書類は本業務の実施以外の目的には使用しない。 

キ 選定審査の結果については、公表するものとする。 

ク 採用となった企画提案書については、企画内容の一層の充実を図るため町と事

業予定者の協議により、契約内容においては一部を調整する場合がある。 

ケ 参加表明書及び企画提案書を提出した者は、選定審査を辞退することができる。

辞退する場合は、次の項目を記載した辞退届（任意様式）を持参又は郵送にて

提出するものとする。 

① 所在地 

② 商号又は名称 

③ 代表者職氏名（押印） 

④ 辞退理由 

コ 本プロポーザル手続きは、本町の令和８年度当初予算成立を前提とした年度開

始前からの準備手続きであり、予算成立後に効力を生ずる事業であるため、本

町議会において当初予算案が否決された場合又は本業務の履行が不可能な程

度まで本業務に係る予算が減額された場合は、本プロポーザルに係る契約の締

結は原則として行わない。その場合であっても、町はそれに伴って生じるいか

なる費用も保証しないため、参加にあたっては十分留意すること。 

 

20. 事務局 

〒７８９－１２０１　高知県高岡郡佐川町甲３５６－２ 

佐川町教育委員会 

担当　：　学校教育係 
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電話　：　０８８９－２２－１１１０ 

電子メール　：　ｓｋ１００１０＠ｔｏｗｎ．ｓａｋａｗａ．ｌｇ．ｊｐ 
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（別添２） 

選定審査基準 

 

1. 企業評価及び業務評価項目及び配点等 

【表１】 

 

2. 価格評価の配点基準 

【表２】 

 評価項目 評価内容 加重 

倍率

配点

 
業
務
遂
行
能
力

実施体制 業務を適切に履行できる実施体制（人員、

スケジュール等）が構築されているか

１ ５

 類似業務実績 類似業務の実績を有しているか ２ １０

 

企
画
提
案
力

実施方針（全体評価） ・目的に沿った提案（独自提案を含む）とな

っているか 

・地元業者の活用等により、地域への経済

波及効果が期待できるか

４ ２０

 提案内容の的確性 ・仕様書を的確に踏まえ明確かつ具体的に

提案されているか 

・施設運営に支障がないように配慮した提

案となっているか

３ １５

 提案内容の実現性 ・提案内容に具体性かつ実現性があり、円

滑な業務の実施が可能であるか 

・使用機器の品質、調達方法が明確となっ

ているか

４ ２０

 提案内容の独創性 ・仕様書に示した業務の水準に加えて、見

積限度額内で達成可能な独自の工夫やノ

ウハウの活用により、効率的・効果的な事

業効果が期待できるかどうか

４ ２０

 合計 ８０

 見積額 配点

 見積限度額を超えた場合 失格

 見積限度額と同額 ４

 見積限度額の９９％～９５％ ８
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※ 価格評価において、見積額が著しく低く、本業務の履行に支障が生ずるおそれがある

と審査委員会が認める場合には、当該応募者に対し、見積内容についてヒアリング又

は資料提出を求めることがある。当該説明等により、本業務の適切な履行が困難であ

ると判断される場合には、当該応募者を失格とすることができる。 
なお、「著しく低い額」とは、概ね見積限度額の７０％未満の額を目安とする。 

 
3. 評価方法 

（１） 表１の各評価項目について、以下の５段階評価（評価基準点の決定）を行う。 

５点：優れている 

４点：やや優れている 

３点：普通 

２点：やや劣る 

１点：劣る 

企業評価及び業務評価の採点は、各項目の評価基準点に対し、指定された加重倍率

を乗じて得られた点数とする。 

（２） 上記採点を合計して平均点を算出し、これに表２から算定される価格評価の点数を

加えたものを評価点とする。

 見積限度額の９４％～９０％ １２

 見積限度額の８９％～８５％ １６

 見積限度額の８４％以下 ２０


